
香南市産業振興計画推進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、香南市補助金交付規則（平成18年香南市規則第45号。以下「規

則」という。）第25条の規定に基づき香南市産業振興計画推進事業費補助金（以下

「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助の目的） 

第２条 市は、香南市産業振興計画（以下「産業振興計画」という。）を効果的に実行

するため、商品企画・開発や農林水産加工及び販路拡大等、生産段階から販売段階ま

での取組及び観光資源を活かした交流人口の拡大の取組等を総合的に支援するため、

予算の範囲内で補助金を交付するものとする。 

 

（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助金の

交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）、補助金の交付の対象となる経

費（以下「補助対象経費」という。）、補助金の補助率（以下「補助率」という。）

及び補助金の額（以下「補助金額」という。）、別表に定めるとおりとする。 

 

（補助対象事業の実施基準） 

第４条 補助対象事業の実施基準は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 他の補助金の交付の対象となる事業は、補助金の交付の対象としないこと。 

(２) 物品等の購入に関しては、事業活動を効果的に行うに当たって成果を補助でき

るもののみを対象とすること。 

 

（補助の条件） 

第５条 第２条に規定する補助の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

(１) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支

出についての証拠書類を補助対象事業終了の翌年度から起算して５年間整備及び保



管すること。 

(２) 補助対象事業により取得した財産については、補助対象事業完了後においても

適切な管理を行うとともに、その効率的な運用を図ること。 

(３) 補助対象事業に係る契約の手続については、香南市が行う契約の手続の取扱い

に準じて行うこと。 

(４) 補助対象事業の実施に当たっては、事業に係る契約等において暴力団を利する

こととならないよう、香南市の暴力団の排除に係る取扱いに準じて行うこと。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市産業振興計画推

進事業費補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、市長に申請しなけれ

ばならない。 

２ 補助事業者は、前項の規定による申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入

控除税額等（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税

法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税として控除することができ

る部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税

の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ）がある場合は、これを減額して申請しな

ければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が

明らかではない場合については、この限りでない。 

 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を

決定し、香南市産業振興計画推進事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により

当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助対象事業の変更等） 

第８条 補助事業者は、補助対象事業について、次の各号のいずれかに該当する場合

は、香南市産業振興計画推進事業費補助金事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式

第３号）に必要とする書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 



(１) 補助事業者の変更 

(２) 補助対象事業の中止又は廃止 

(３) 補助対象事業の完了予定年月日の延期 

(４) 補助対象事業の変更 

(５) 補助対象事業費の20パーセントを超える減額 

(６) 前各号に掲げるもののほか、補助対象事業の内容の重要な部分に関する変更 

２ 前条の規定は、前項の中止若しくは廃止の承認の決定又は補助金の交付等の変更の

決定について準用する。 

 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日若しくは前条第１項に規定する補助

対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補

助対象事業の実施年度の３月31日のいずれか早い期日までに、香南市産業振興計画推

進事業費補助金事業実績報告書（様式第４号）に必要な書類を添えて、市長に報告な

ければならない。 

２ 第５条第２項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、実績報

告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったと

きは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

３ 第６条第２項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、実績報

告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消

費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者

にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市産業振興計画推進事業

費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第５号)により速やかに市長に報告

するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第10条 市長は、前条の実績報告があったときは、その審査を行い、補助対象事業の実

施結果が補助金の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付の額を確定し、香南

市産業振興計画推進事業費補助金確定通知書（様式第６号）により、速やかに当該補

助事業者に通知するものとする。ただし、交付決定の額と確定の額とが同額である場



合は、この限りでない。 

 

（交付の請求） 

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市産業振興計画推

進事業費補助金請求書（様式第７号）を市長に提出し、補助金の交付を請求しなけれ

ばならない。 

  

（概算払） 

第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、補

助金の額の確定前に補助金の交付決定額に相当する額を概算払することができる。 

２ 補助事業者は、前項の概算払を受けようとするときは、香南市産業振興計画推進事

業費補助金概算払請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第13条 市長は、第10条の規定により確定した補助金の額が既に交付された補助金の額

に満たない場合又は補助事業者が補助金を他の用途に使用した場合は、その相当する

金額について期限を定めて返還させることができる。 

 

（その他） 

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

補助対象事業 補助事業者 補助対象経費 補助率 補助金額 

①産業振興計画に位

置付けられた取組

又はこれに準ずる

と認められる取組

であって、香南市

の産業の振興に資

する事業。 

 

②①に掲げるものの

ほか、市長が必要

と認める事業 

① 商工会、商工会議所、農業協同組

合、森林組合、漁業協同組合、公益

社団法人、公益財団法人、第三セク

ター等（資本金等の額の２分の１以

上を公共的団体が出資等している法

人をいう。以下同じ。）、観光協会

等又は特定非営利活動法人といった

一定の地域を範囲として公の目的で

活動している団体 

② 中小企業団体の組織に関する法律

（昭和32年法律第185号）第３条第

１項に規定する中小企業団体及び同

法第５条各号に規定する中小企業者 

③ 共同体、協議会、グループ等の任

意団体 

④ ①から③までに掲げるもののほ

か、市長が認めるもの 

① 市場調査等事業 

・市場調査等のために必要な経費 

② 商品・技術開発等事業 

・商品及び技術の開発等のために必要な経費 

③ 販路開拓・売促進等事業 

・販路開拓及び販売促進等のために必要な経費 

④ 観光交流促進等事業 

・観光の情報発信及び体験型観光のメニュー 

づくり等のために必要な経費 

⑤ 施設・設備等整備事業 

・商品の生産、加工、流通、販売等に必要な     

 施設、設備、機械等及び体験・滞在型の観光の 

推進に必要な施設、設備等の経費 

⑥ 地域の産業振興の担い手を確保するための事業 

  ・産業振興の担い手を育成するために必要な取組に係る

施設・設備・機械等の経費 

 

3/4以内 500,000円を

上限とする 



 ⑦ 外部の専門人材のノウハウ等を生かし、地域の価値 

を高めるプロジェクトの創出を図る事業又は既存の事

業の飛躍的な成長を図る事業 

・外部の専門人材のノウハウ等を活用するために必要な 

報償費・委託費・活動費（旅費・消耗品費・印刷製 

本費・通信運搬費等）の経費 

⑧ その他 

・事業等の立ち上げ段階又は試行錯誤にある取組に 

必要な経費 

  ・現状を変えようとする次に掲げるいずれかの取り 

組みであって、地域の雇用創出、所得向上等、地 

域への経済波及効果が高い取組として認められる 

事業に係る経費 

  (ア) 地域資源の付加価値化を高める取組 

  （イ） 新たなビジネス手法の導入又は仕組み 

づくりに向けた取組 

     （ウ） 新分野・新事業への進出に向けた取組 

⑨ ①から⑧までに掲げる事業に要する経費のほか、市長が 

必要と認める事業に要する経費 

 



備考 

１ 次に掲げる経費は、補助対象経費とは認めない。 

（1） 補助対象事業と直接関係がない団体の恒常的な運営経費 

（2） 団体の内部の者に対する謝金及び委託料 

（3） 飲食又は宿泊を伴う企画等における参加者の飲食費 

（4） 用地の取得及び整地に要する経費 

（5） 既存の施設及び設備等の撤去並びにその処理（分別、収集、運搬、再生、処分等）に要する経費。ただし、改修に伴い発生する撤去に要する  

経費は、補助の対象とすることができるものとする。 

（6） 商品（試供品及び試食品含む。）の製造に供する原材料費、人件費等の経費。ただし、商品の開発や試作品の製造、市場等調査に必要となる 

これらの経費は、補助の対象とすることができるものとする。 

（7） 苗木、種、肥料等の経費。ただし、新たな作物等を試験的に栽培する場合は、これらの経費を補助の対象とすることができるものとする。 

（8） 職員の人件費。ただし、補助対象事業の遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇い入れる者の賃金等は、補助の対象とすることが 

できるものとする。 

（9） 既存施設等の改修経費で単なる維持修繕を目的とするもの 

（10） 公課費 

（11） （１）から（10）までのほか、補助することが適当であると認められない経費 

２ 国又は県その他の補助事業として採択された事業は、補助金の交付の対象としない。 

３ 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。 

４ 補助事業者の交付は、1年度につき1補助事業者当たり1回を限度とする。 


